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はじめに 

ファイナンシャル・プランニング技能検定、およびＣＦＰ資格審査試験では、下記のと

おり、試験日程ごとの法令基準日が設けられています。 
 

法令基準日 

 ファイナンシャル・プランニング

技能検定 
ＣＦＰ資格審査試験 

２０２３年 ９月試験 ２０２３年 ４月１日  

２０２３年１１月試験  ２０２３年 ４月１日 

２０２４年 １月試験 ２０２３年１０月１日  

２０２４年 ５月試験 ２０２３年１０月１日  

２０２４年 ６月試験  ２０２４年 １月１日 

 
受験にあたって、法令基準日に基づいて学習をすることは言うまでもありませんが、試

験問題においては、既に改正され法令が施行されたものであっても、その内容が適用開始

となる時点で出題される傾向も高くなっています。従いまして、このレジュメは、2023 年

度税制改正だけでなく、今後適用開始となるものなどを含め、2023 年 4 月以降の受験に必

要な要点をまとめています。 

ぜひ、学習の再確認のために本レジュメを活用してください。皆さまが、学習の成果を

発揮され、試験合格されますようお祈りいたします。 
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一．令和４年税制改正のおさらい 

■個人所得課税 

１．住宅・土地税制 

（１）住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について適用期限（令和３年

12月31日）を令和７年12月31日まで４年延長するとともに、次の措置を講ずる。  

①住宅の取得等をして令和４年から令和７年までの間に居住の用に供した場合の住

宅借入金等の年末残高の限度額（借入限度額）、控除率及び控除期間を次のとお

りとする。  

イ ロ以外の住宅の場合  

居住年 借入限度額 控除率 控除期間 

令和４年・令和５年 3,000 万円 
0.7％ 

13 年 

令和６年・令和７年 2,000 万円 10 年 

 （注）上記の金額等は、住宅の取得等が居住用家屋の新築、居住用家屋で建築後使用

されたことのないものの取得又は宅地建物取引業者により一定の増改築等が行わ

れた一定の居住用家屋の取得である場合の金額等であり、それ以外における借入

限度額は一律 2,000 万円と、控除期間は一律 10年とする。  

ロ 認定住宅等の場合 

 居住年 借入限度額 控除率 控除期間 

認定住宅 
令和４年・令和５年 5,000 万円 

0.7％ 13 年 

令和６年・令和７年 4,500 万円 

ＺＥＨ水準

省エネ住宅 

令和４年・令和５年 4,500 万円 

令和６年・令和７年 3,500 万円 

省エネ基準

適合住宅 

令和４年・令和５年 4,000 万円 

令和６年・令和７年 3,000 万円 

（注１）上記の「認定住宅等」とは、認定住宅、ＺＥＨ水準省エネ住宅及び省エネ基

準適合住宅をいい、上記の「認定住宅」とは、認定長期優良住宅及び認定低炭素

住宅をいう。  

②適用対象者の所得要件を 2,000 万円以下（現行：3,000 万円以下）に引き下げる。  

③個人が取得等をした床面積が 40 ㎡以上 50 ㎡未満である住宅の用に供する家屋で

令和５年 12 月 31 日以前に建築確認を受けたものの新築又は当該家屋で建築後使

用されたことのないものの取得についても、本特例の適用ができることとする。

ただし、その者の控除期間のうち、その年分の所得税に係る合計所得金額が 1,000

万円を超える年については、適用しない。  
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④適用対象となる既存住宅の要件について、築年数要件を廃止するとともに、新耐

震基準に適合している住宅の用に供する家屋（登記簿上の建築日付が昭和 57 年１

月１日以降の家屋については、新耐震基準に適合している住宅の用に供する家屋

とみなす。）であることを加える。 

（注）上記②及び④の改正は、住宅の取得等をして令和４年１月１日以後に居住の用

に供した場合について適用する。  

（２）住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る確定申告手続等につい

て、次の措置を講ずる。  

①令和５年１月１日以後に居住の用に供する家屋について、住宅借入金等を有する

場合の所得税額の特別控除（以下「住宅ローン控除」という）の適用を受けよう

とする個人は、住宅借入金等に係る一定の債権者に対して、当該個人の氏名及び

住所、個人番号その他の一定の事項（以下「申請事項」という）を記載した申請

書（以下「住宅ローン控除申請書」という）の提出をしなければならないことと

する。 

②住宅ローン控除申請書の提出を受けた債権者は、当該住宅ローン控除申請書の提

出を受けた日の属する年の翌年以後の控除期間の各年の 10 月 31 日（その提出を

受けた日の属する年の翌年にあっては、１月 31 日）までに、当該住宅ローン控除

申請書に記載された事項及び当該住宅ローン控除申請書の提出をした個人のその

年の 12 月 31 日（その者が死亡した日の属する年にあっては、同日）における住

宅借入金等の金額等を記載した調書を作成し、当該債権者の本店又は主たる事務

所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 

③住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除証明書の記載事項に、住宅借入

金等の年末残高を加えることとする。  

④令和５年１月１日以後に居住の用に供する家屋に係る住宅ローン控除の適用を受

けようとする個人は、住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書及び新築の工

事の請負契約書の写し等については、確定申告書への添付を不要とする。  

⑤給与等の支払を受ける個人で年末調整の際に、令和５年１月１日以後に居住の用

に供する家屋に係る住宅ローン控除の適用を受けようとするものは、住宅取得資

金に係る借入金の年末残高証明書については、給与所得者の住宅借入金等を有す

る場合の所得税額の特別控除申告書への添付を不要とする。  

 （注）上記の改正は、居住年が令和５年以後である者が、令和６年１月１日以後に行

う確定申告及び年末調整について適用する。 
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（３）個人住民税における住宅借入金等特別税額控除について、次の措置を講ずる。  

①令和４年分以後の所得税において住宅借入金等特別税額控除の適用がある者（住

宅の取得等をして令和４年から令和７年までの間に居住の用に供した者に限る。）

のうち、当該年分の住宅借入金等特別税額控除額から当該年分の所得税額を控除

した残額があるものについては、翌年度分の個人住民税において、当該残額に相

当する額を当該年分の所得税の課税総所得金額等の額に 100 分の５を乗じて得た

額（最高 9.75 万円）の控除限度額の範囲内で減額する。また、この措置による令

和５年度以降の個人住民税の減収額は、全額国費で補塡する。  

 

■金融・証券税制 

１．金融・証券税制 

（１）非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置（Ｎ

ＩＳＡ）における特定累積投資勘定に特定累積投資上場株式等を受け入れている

場合の特定非課税管理勘定への上場株式等の受入れに係る要件について、特定累

積投資勘定への特定累積投資上場株式等の受入れが、当該上場株式等を受け入れ

ようとする日以前６月以内で、かつ、同日が属する年の前年である場合には、当

該要件を満たすこととする。  

 （注）上記の制度について、居住者等がその非課税口座の開設の有無等を自ら確認で

きるようにするための対応を運用上行う。  

（２）内国法人から支払を受ける上場株式等の配当等で、その支払を受ける居住者等

（以下「対象者」という。）及びその対象者を判定の基礎となる株主として選定

した場合に同族会社に該当する法人が保有する株式等の発行済株式等の総数等に

占める割合（以下「株式等保有割合」という。）が 100 分の３以上となるときに

おけるその対象者が支払を受けるものを、総合課税の対象とする。  

 （注）上記の改正は、令和５年 10 月１日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当

等について適用する。  

 

■資産課税 

１．直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等 

（１）適用期限（令和３年 12月 31 日）を令和５年 12月 31 日まで２年延長する。  

（２）非課税限度額は、住宅用家屋の取得等に係る契約の締結時期にかかわらず、住

宅取得等資金の贈与を受けて新築等をした次に掲げる住宅用家屋の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額とする。   
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①耐震、省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋 1,000 万円  

②上記以外の住宅用家屋 500 万円 

（３）適用対象となる既存住宅用家屋の要件について、築年数要件を廃止するととも

に、新耐震基準に適合している住宅用家屋（登記簿上の建築日付が昭和 57年１月

１日以降の家屋については、新耐震基準に適合している住宅用家屋とみなす。）

であることを加える。  

（４）受贈者の年齢要件を 18歳以上（現行：20歳以上）に引き下げる。  

（注１）上記（（２）を除く。）の改正は、住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算

課税制度の特例措置及び震災特例法の贈与税の非課税措置についても同様とする。

なお、住宅取得等資金の贈与に係る震災特例法の贈与税の非課税措置に係る非課

税限度額は、現行制度と同額とする。  

（注２）上記の改正は、令和４年１月１日（上記（４）の改正については、同年４月

１日）以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。 

２．租税特別措置等 

（１）非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度について、特例承継

計画の提出期限を１年延長する。 

（２）次の特例の適用対象となる住宅用家屋の要件について、築年数要件を廃止する

とともに、新耐震基準に適合している住宅用家屋（登記簿上の建築日付が昭和 57

年１月１日以降の家屋については、新耐震基準に適合している住宅用家屋とみな

す。）であることを加えた上、その適用期限を２年延長する。  

①住宅用家屋の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置  

②特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記に対する登録免許税の税

率の軽減措置 

③住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽

減措置 
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■法人課税 

１．積極的な賃上げ等を促すための措置 

（１）給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度のうち新規雇用者に係る措置の

改組 

給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度のうち新規雇用者に係る措置を改

組し、青色申告書を提出する法人が、令和４年４月１日から令和６年３月 31 日まで

の間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合にお

いて、継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が

３％以上であるときは、控除対象雇用者給与等支給増加額の 15％の税額控除ができ

る制度とする。この場合において、継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与

等支給額に対する増加割合が４％以上であるときは、税額控除率に 10％を加算し、

教育訓練費の額の比較教育訓練費の額に対する増加割合が 20％以上であるときは、

税額控除率に５％を加算する。ただし、控除税額は、当期の法人税額の 20％を上限

とする（所得税についても同様とする。）。  

（注１）上記の「継続雇用者給与等支給額」とは、継続雇用者（当期及び前期の全期

間の各月分の給与等の支給がある雇用者で一定のものをいう。）に対する給与

等の支給額をいい、上記の「継続雇用者比較給与等支給額」とは、前期の継続

雇用者給与等支給額をいう。  

（注２）設立事業年度は対象外とする。  

（注３）教育訓練費に係る税額控除率の上乗せ措置の適用を受ける場合には、教育訓

練費の明細を記載した書類の保存（現行：確定申告書等への添付）をしなけれ

ばならないこととする。  

（２）中小企業における所得拡大促進税制について、税額控除率の上乗せ措置を次の

とおりとする見直しを行った上、その適用期限を１年延長する。  

①雇用者給与等支給額の比較雇用者給与等支給額に対する増加割合が 2.5％以上で

ある場合には、税額控除率に 15％を加算する。  

②教育訓練費の額の比較教育訓練費の額に対する増加割合が 10％以上である場合

には、税額控除率に 10％を加算する。  

２．オープンイノベーション促進税制の拡充  

特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例に

ついて、次の見直しを行った上、その適用期限を２年延長する。  
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（１）出資の対象となる特別新事業開拓事業者の要件のうち設立の日以後の期間に係

る要件について、売上高に占める研究開発費の額の割合が 10％以上の赤字会社

にあっては、設立の日以後の期間を 15年未満（現行：10 年未満）とする。  

（２）対象となる特定株式の保有見込期間要件における保有見込期間の下限及び取崩

し事由に該当することとなった場合に特別勘定の金額を取り崩して益金算入する

期間を、特定株式の取得の日から３年（現行：５年）とする。  

（注）特定事業活動に係る証明の要件のうち特定事業活動を継続する期間についても、

３年（現行：５年）とする。 

３．中小・小規模事業者の支援  

（１）中小企業における所得拡大促進税制について、税額控除率の上乗せ措置を次の

とおりとする見直しを行った上、その適用期限を１年延長する（所得税について

も同様とする。）。 

①雇用者給与等支給額の比較雇用者給与等支給額に対する増加割合が 2.5％以上

である場合には、税額控除率に 15％を加算する。  

②教育訓練費の額の比較教育訓練費の額に対する増加割合が 10％以上である場合

には、税額控除率に 10％を加算する。  

（注）教育訓練費に係る税額控除率の上乗せ措置の適用を受ける場合には、教育訓練

費の明細を記載した書類の保存（現行：確定申告書等への添付）をしなければな

らないこととする。  

（２）交際費等の損金不算入制度について、その適用期限を２年延長するとともに、

中小法人に係る損金算入の特例の適用期限を２年延長する。 

４．円滑・適正な納税のための環境整備 

（１）みなし配当の額の計算方法等について、次の見直しを行う（所得税について 

も同様とする。）。  

①資本の払戻しに係るみなし配当の額の計算の基礎となる払戻等対応資本金額等

及び資本金等の額の計算の基礎となる減資資本金額は、その資本の払戻しにより

減少した資本剰余金の額を限度とする。  

（注）出資等減少分配に係るみなし配当の額の計算及び資本金等の額から減算する金

額についても、同様とする。  

②種類株式を発行する法人が資本の払戻しを行った場合におけるみなし配当の額

の計算の基礎となる払戻等対応資本金額等及び資本金等の額の計算の基礎とな

る減資資本金額は、その資本の払戻しに係る各種類資本金額を基礎として計算す

ることとする。  
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（２）少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度について、対象資産から、取得

価額が 10万円未満の減価償却資産のうち貸付け（主要な事業として行われるもの

を除く。）の用に供したものを除外する（所得税についても同様とする。）。  

（３）一括償却資産の損金算入制度について、対象資産から貸付けの用に供した資産

を除外する（所得税についても同様とする。）。 

５．その他の租税特別措置 

（１）交際費等の損金不算入制度について、その適用期限を２年延長するとともに、

接待飲食費に係る損金算入の特例の適用期限を２年延長する。  

（２）中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、対象

資産から貸付けの用に供した資産を除外した上、その適用期限を２年延長する。 

 

■消費課税 

１．適格請求書等保存方式に係る見直し 

（１）適格請求書発行事業者の登録について、次の見直しを行う。 

①免税事業者が令和５年10月１日から令和 11年９月 30日までの日の属する課税期

間中に適格請求書発行事業者の登録を受ける場合には、その登録日から適格請求

書発行事業者となることができることとする。 

②上記①の適用を受けて登録日から課税事業者となる適格請求書発行事業者（その

登録日が令和５年 10 月１日の属する課税期間中である者を除く。）のその登録日

の属する課税期間の翌課税期間からその登録日以後２年を経過する日の属する課

税期間までの各課税期間については、事業者免税点制度を適用しない。  

（２）仕入明細書等による仕入税額控除は、その課税仕入れが他の事業者が行う課税

資産の譲渡等に該当する場合に限り、行うことができることとする。  

（３）課税仕入れ等に係る特定収入について仕入税額控除の制限を受ける事業者が、

その特定収入の５％を超える金額を免税事業者等からの課税仕入れに充てた場

合について、法令又は交付要綱等により国等にその使途を報告すべきこととされ

る文書等においてその課税仕入れに係る支払対価の額を明らかにしている場合

には、その特定収入のあった課税期間の課税売上割合等に応じその課税仕入れに

係る支払対価の額を基礎として計算した金額を、その明らかにした課税期間の課

税仕入れ等の税額に加算できることとする。  

（注）上記（２）から（３）までの改正は、令和５年 10 月１日以後に国内において事

業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れについて適用する。 
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二．令和５年税制改正のポイント 

■個人所得課税 

１．金融・証券税制 

（１）非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置（Ｎ

ＩＳＡ）について、次の措置を講ずる。 

①非課税累積投資契約に係る非課税措置（つみたてＮＩＳＡ）の勘定設定期間を

令和５年 12 月 31 日までとする。 

②特定非課税累積投資契約に係る非課税措置について、次の措置に改組する。 

イ 居住者等が、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座に特定累積投

資勘定（仮称）を設けた日以後に支払を受けるべき特定累積投資勘定（仮称）

に係る株式投資信託（その受益権が金融商品取引所に上場等がされているもの

又はその設定に係る受益権の募集が一定の公募により行われたものに限る。以

下「公募等株式投資信託」という。）の配当等（当該金融商品取引業者等がそ

の配当等の支払事務の取扱いをするものに限る。）については、所得税及び個

人住民税を課さない。 

ロ 居住者等が、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座に特定累積投

資勘定（仮称）を設けた日以後にその特定累積投資勘定（仮称）に係る公募等

株式投資信託の受益権の譲渡等をした場合には、その譲渡等による譲渡所得等

については、所得税及び個人住民税を課さない。また、当該公募等株式投資信

託の受益権の譲渡等による損失金額は、所得税及び個人住民税に関する法令の

規定の適用上、ないものとみなす。 

ハ 居住者等が、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座に特定非課税

管理勘定（仮称）を設けた日以後に支払を受けるべき特定非課税管理勘定（仮

称）に係る上場株式等の配当等（当該金融商品取引業者等がその配当等の支払

事務の取扱いをするものに限る。）については、所得税及び個人住民税を課さ

ない。 

ニ 居住者等が、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座に特定非課税

管理勘定（仮称）を設けた日以後にその特定非課税管理勘定（仮称）に係る上

場株式等の譲渡等をした場合には、その譲渡等による譲渡所得等については、

所得税及び個人住民税を課さない。また、当該上場株式等の譲渡等による損失

金額は、所得税及び個人住民税に関する法令の規定の適用上、ないものとみな

す。 
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ホ 特定非課税累積投資契約（仮称）とは、上記イからニまでの非課税の適用を

受けるために居住者等が金融商品取引業者等と締結した公募等株式投資信託

の受益権の定期かつ継続的な方法による買付け等に関する契約で、その契約

書において、次に掲げる事項が定められているものをいう。  

（イ） 公募等株式投資信託の受益権の管理は、特定累積投資勘定（仮称）（当該契

約に基づき非課税口座で管理される公募等株式投資信託の受益権の記録を他

の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、令和６年以後の各年に設け

られるものをいう。）において行うこと。 

（ロ） 当該特定累積投資勘定（仮称）は、原則として各年の１月１日において設け

られること。  

（ハ） 当該特定累積投資勘定（仮称）には、現行の累積投資勘定に受け入れること

ができる公募等株式投資信託の受益権のうち、次に掲げる公募等株式投資信託

の受益権のみを受け入れること。  

ａ その居住者等の非課税口座に特定累積投資勘定（仮称）が設けられた日から

同日の属する年の12月 31日までの間に当該金融商品取引業者等への買付けの

委託等により取得した公募等株式投資信託の受益権で、当該期間内の取得対価

の額の合計額が 120 万円を超えないもの（公募等株式投資信託の受益権を当

該特定累積投資勘定（仮称）に受け入れた場合に、当該合計額、同年において

特定非課税管理勘定（仮称）に受け入れている買付けの委託等により取得した

特定上場株式等の取得対価の額の合計額及び特定累積投資勘定基準額（仮称）

（特定累積投資勘定（仮称）及び特定非課税管理勘定（仮称）に前年に受け入

れている上場株式等の購入の代価の額等をいう。以下同じ。）の合計額が 1,800

万円を超えることとなるときにおける当該公募等株式投資信託の受益権を除

く。）  

ｂ その特定累積投資勘定（仮称）に係る公募等株式投資信託の受益権の分割等

により取得する公募等株式投資信託の受益権  

（ニ）上場株式等の管理は、特定非課税管理勘定（仮称）（当該契約に基づき非課税

口座で管理される上場株式等の記録を他の取引に関する記録と区分して行うた

めの勘定で、特定累積投資勘定（仮称）と同時に設けられるものをいう。）に

おいて行うこと。  
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（ホ）当該特定非課税管理勘定（仮称）には、次に掲げる上場株式等のみを受け入れ

ること。  

ａ その居住者等の非課税口座に特定非課税管理勘定（仮称）が設けられた日から

同日の属する年の12月 31日までの間に当該金融商品取引業者等への買付けの委

託等により取得した特定上場株式等で、当該期間内の取得対価の額の合計額が

240 万円を超えないもの（特定上場株式等を当該特定非課税管理勘定（仮称）に

受け入れた場合において、次に掲げる場合に該当することとなるときにおける当

該特定上場株式等を除く。）  

（ａ）当該合計額及び特定非課税管理勘定基準額（仮称）（特定非課税管理勘定（仮

称）に前年に受け入れている上場株式等の購入の代価の額等をいう。）の合計額

が 1,200 万円を超える場合  

（ｂ）当該期間内の取得対価の額の合計額、その年において特定累積投資勘定（仮称）

に受け入れている買付けの委託等により取得した公募等株式投資信託の受益権

の取得対価の額の合計額及び特定累積投資勘定基準額（仮称）の合計額が 1,800

万円を超える場合  

（注）上記の「特定上場株式等」とは、その上場株式等を上場している取引所から整

理銘柄として指定されているものその他の内閣総理大臣が財務大臣と協議して

定めるもの及びその投資信託約款等において一定のデリバティブ取引に係る権

利に対する投資として運用を行うこととされていることその他の内閣総理大臣

が財務大臣と協議して定める事項が定められているものに該当しない上場株式

等をいい、公募等株式投資信託にあっては、その投資信託約款において、信託

契約期間を定めないこと又は 20 年以上の信託契約期間が定められていること

及び収益の分配は１月以下の期間ごとに行わないこととされており、かつ、信

託の計算期間ごとに行うこととされていることが定められているものに限る。  

ｂ その特定非課税管理勘定（仮称）に係る上場株式等の分割等により取得する上

場株式等  

（ヘ）当該金融商品取引業者等は、現行の非課税累積投資契約に係る非課税措置の基

準経過日における住所等の確認と同様に確認を行うこと。  

（ト）その他一定の事項  

ヘ 金融商品取引業者等から税務署長への非課税口座内上場株式等の購入の代価の

額等その他の事項の一定のクラウドを利用した提供及び税務署長から金融商品取

引業者等への非課税口座内上場株式等の購入の代価の額等の合計額その他の事項

の提供について定めるほか、所要の措置を講ずる。  
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（２）未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置

（ジュニアＮＩＳＡ）について、非課税管理勘定が設けられた日の属する年の１

月１日から５年を経過する日の翌日に設けられる継続管理勘定がある場合には、

原則として当該非課税管理勘定に係る上場株式等は当該継続管理勘定に移管され

ることとする。この場合において、同日に当該上場株式等を当該継続管理勘定に

移管しないときは、当該継続管理勘定を設けた未成年者口座が開設されている金

融商品取引業者等の営業所の長に対し、その旨その他の事項を記載した書類の提

出（当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項を

記録した電磁的記録の提供を含む。）をしなければならないこととする。 

 

（まとめ）令和５年まで 

 つみたてＮＩＳＡ 一般ＮＩＳＡ 

年間の投資上限額 40 万円 120 万円 

非課税保有期間 20 年間 5 年間 

口座開設可能期間 2018 年～2037 年 2014 年～2023 年 

投資対象商品 
積立・分散投資に適した一

定の公募等株式投資信託 

上場株式・公募株式投資信託

等 

投資方法 
契約に基づき、定期かつ継

続的な方法で投資 

制限なし 

※つみたてＮＩＳＡと一般ＮＩＳＡはいずれかを選択しなければならない。 

（まとめ）令和６年以降 

 つみたてＮＩＳＡ 一般ＮＩＳＡ 

年間の投資上限額 120 万円 240 万円 

非課税保有期間 制限なし 

口座開設可能期間 制限なし 

投資対象商品 
積立・分散投資に適した一

定の公募等株式投資信託 

上場株式・公募株式投資信託

等 

投資方法 
契約に基づき、定期かつ継

続的な方法で投資 

制限なし 

現行制度との関係 

令和５年末までに現行の一般ＮＩＳＡ及びつみたてＮＩ

ＳＡ制度において投資した商品は、新しい制度の外枠で、

現行制度における非課税措置を適用 

※つみたてＮＩＳＡと一般ＮＩＳＡは併用可能となる。 
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２．土地・住宅税制 

（１）短期所有土地の譲渡等をした場合の土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特

例について、適用停止措置の期限を３年延長する。 

（２）空き家に係る譲渡所得の 3,000 万円特別控除の特例について、次の措置を講じ

た上、その適用期限を４年延長する。 

① 本特例の適用対象となる相続人が相続若しくは遺贈により取得をした被相続人

居住用家屋（当該相続の時からその譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住

の用に供されていたことがないものに限る。）の一定の譲渡又は当該被相続人居

住用家屋とともにする当該相続若しくは遺贈により取得をした被相続人居住用家

屋の敷地等（上記同様）の一定の譲渡をした場合において、当該被相続人居住用

家屋が当該譲渡の時から当該譲渡の日の属する年の翌年２月 15 日までの間に次

に掲げる場合に該当することとなったときは、本特例を適用することができるこ

ととする。 

イ 耐震基準に適合することとなった場合  

ロ その全部の取壊し若しくは除却がされ、又はその全部が滅失をした場合  

② 相続又は遺贈による被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取

得をした相続人の数が３人以上である場合における特別控除額を 2,000 万円と

する。  

③ その他所要の措置を講ずる。  

（注）上記の改正は、令和６年１月１日以後に行う被相続人居住用家屋又は被相続人

居住用家屋の敷地等の譲渡について適用する。 

（３）低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の 100 万円特別控除について、

次の措置を講じた上、その適用期限を３年延長する。 

① 適用対象となる低未利用土地等の譲渡後の利用要件に係る用途から、いわゆるコ

インパーキングを除外する。 

② 次に掲げる区域内にある低未利用土地等を譲渡する場合における低未利用土地

等の譲渡対価に係る要件を 800 万円以下（現行：500 万円以下）に引き上げる。  

イ 市街化区域又は区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域

（用途地域が定められている区域に限る。）  

ロ 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する所有者不明

土地対策計画を作成した市町村の区域  

（注）上記の改正は、令和５年１月１日以後に行う低未利用土地等の譲渡について

適用する。 
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３．その他 

（１）事業所得者等の有する棚卸資産や事業用資産等につき特定非常災害の指定を受

けた災害により生じた損失（以下「特定被災事業用資産の損失」という。）につ

いて、次に掲げるものの繰越期間を５年（現行：３年）に延長する。  

① 青色申告者でその有する事業用資産等（土地等を除く。）のうちに特定被災事

業用資産の損失額の占める割合が 10％以上であるものは、被災事業用資産の損

失による純損失を含むその年分の純損失の総額  

② 青色申告者以外の者でその有する事業用資産等（土地等を除く。）のうちに特

定被災事業用資産の損失額の占める割合が 10％以上であるものは、その年に発

生した被災事業用資産の損失による純損失と変動所得に係る損失による純損失

との合計額  

③ 上記①及び②以外の者は、特定被災事業用資産の損失による純損失の金額  

（２）個人の有する住宅や家財等につき特定非常災害の指定を受けた災害により生じ

た損失について、雑損控除を適用してその年分の総所得金額等から控除しても控

除しきれない損失額についての繰越期間を５年（現行：３年）に延長する。 

（３）給与所得者の特定支出控除の特例について、次の措置を講ずる。  

① その支出が、本特例の対象となる研修費又は資格取得費に該当するものである

場合において、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練に係るものであるとき

は、現行の給与等の支払者によるその支出が特定支出に該当する旨の証明の書類

の確定申告書等への添付に代えて、キャリアコンサルタントによるその支出が特

定支出に該当する旨の証明の書類の確定申告書等への添付ができることとする。  

② その他所要の措置を講ずる。 

（４）個人事業者がその事業を開始し、又は廃止した場合に行う届出書等の提出を一

括で行えるよう、次の見直しを行う。  

① 個人事業の開業・廃業等届出書について、その提出期限をその事業の開始等の

事実があった日の属する年分の確定申告期限とするとともに、事務所等を移転

する場合のその提出先を納税地の所轄税務署長とするほか、記載事項の簡素化

を行う。  

② 青色申告書による申告をやめる旨の届出書について、その提出期限をその申告

をやめようとする年分の確定申告期限とするとともに、記載事項の簡素化を行

う。  
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③ 次に掲げる届出書等について、記載事項の簡素化を行う。  

イ 納期の特例に関する承認の申請書  

ロ 青色申告承認申請書及び青色専従者給与に関する届出書ハ 給与等の支払を

する事務所の開設等の届出書  

（注）上記①の改正は令和８年１月１日以後の事業の開始等について、上記②の改

正は令和８年分以後の所得税について、上記③イの改正は令和９年１月分以

後の承認申請について、上記③ロの改正は令和９年分以後の所得税について、

上記③ハの改正は令和９年１月１日以後の事務所の開設等について、それぞ

れ適用する。  

（５）給与所得者の扶養控除等申告書について、その申告書に記載すべき事項がその

年の前年の申告内容と異動がない場合には、その記載すべき事項の記載に代えて、

その異動がない旨の記載によることができることとする。  

（注）上記の改正は、令和７年１月１日以後に支払を受けるべき給与等について提出

する給与所得者の扶養控除等申告書について適用する。  

（６）給与所得者の保険料控除申告書について、次に掲げる事項の記載を要しない 

こととする。  

① 申告者が生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払っ

た場合のこれらの者の申告者との続柄  

② 生命保険料控除の対象となる支払保険料等に係る保険金等の受取人の申告者と

の続柄  

（注）上記の改正は、令和６年 10 月１日以後に提出する給与所得者の保険料控除

申告書について適用する。 

（７）給与等の支払をする者が、その支払を受ける者に対し、給与所得の源泉徴収票

又は給与支払明細書の交付に代えてその源泉徴収票又は給与支払明細書に記載

すべき事項を電磁的方法により提供するための要件であるその支払を受ける者

の承諾手続に、その支払を受ける者に対し期限を定めてその承諾を求め、その支

払を受ける者がその期限までにこれを拒否する旨の回答をしない場合には、その

支払をする者はその承諾を得たものとみなす方法を加える。 
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■資産課税 

１．資産移転の時期の選択により中立的な税制の構築 

（１）相続時精算課税制度について、次の見直しを行う。  

① 相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した財産に係るその

年分の贈与税については、現行の基礎控除とは別途、課税価格から基礎控除 110

万円を控除できることとするとともに、特定贈与者の死亡に係る相続税の課税

価格に加算等をされる当該特定贈与者から贈与により取得した財産の価額は、

上記の控除をした後の残額とする。  

（注）上記の改正は、令和６年１月１日以後に贈与により取得する財産に係る相続

税又は贈与税について適用する。 

② その他所要の措置を講ずる。  

（２）相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格への加算期間等について、

次の見直しを行う。  

① 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該相続の開始前７年以内（現行：

３年以内）に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがあ

る場合には、当該贈与により取得した財産の価額（当該財産のうち当該相続の

開始前３年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、当該財産の

価額の合計額から 100 万円を控除した残額）を相続税の課税価格に加算するこ

ととする。  

（注）上記の改正は、令和６年１月１日以後に贈与により取得する財産に係る相続税

について適用する。  

② その他所要の整備を行う。  

２．教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置  

（１）直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、

次の措置を講じた上、その適用期限を３年延長する。  

① 信託等があった日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡

した場合において、当該贈与者の死亡に係る相続税の課税価格の合計額が５億

円を超えるときは、受贈者が 23 歳未満である場合等であっても、その死亡の

日における非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額を、当該受贈者が

当該贈与者から相続等により取得したものとみなす。  

（注）上記の改正は、令和５年４月１日以後に取得する信託受益権等に係る相続税

について適用する。  
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② 受贈者が 30 歳に達した場合等において、非課税拠出額から教育資金支出額を

控除した残額に贈与税が課されるときは、一般税率を適用することとする。  

（注）上記の改正は、令和５年４月１日以後に取得する信託受益権等に係る贈与税

について適用する。  

（２）直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置

について、受贈者が 50 歳に達した場合等において、非課税拠出額から結婚・子

育て資金支出額を控除した残額に贈与税が課されるときは、一般税率を適用する

こととした上、その適用期限を２年延長する。  

（注）上記の改正は、令和５年４月１日以後に取得する信託受益権等に係る贈与税に

ついて適用する。 

３．租税特別措置等 

（１）土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の

適用期限を３年延長する。 

４．その他 

（１）更正をすることができないこととなる日前６月以内に相続税の更正の請求がさ

れた場合において、当該請求に係る更正に伴い当該請求をした者の被相続人から

相続等により財産を取得した他の者に係る課税価格等に異動を生ずるとき（当該

他の者に係る通常の更正決定等の除斥期間が満了する日以前に当該請求がされ

た場合に限る。）は、当該他の者の相続税に係る更正若しくは決定又は当該更正

若しくは決定等に伴う加算税の賦課決定は、当該請求があった日から６月を経過

する日まで行うことができることとするほか、所要の整備を行う。  

（注）上記の改正は、令和５年４月１日以後に申告書の提出期限が到来する相続税

について適用する。 
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■法人課税 

１．地域における活力  

（１）中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の適用期限を２年延長する。 

（２）中小企業投資促進税制について、見直しを行った上、その適用期限を２年延長

する。 

（３）中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除

制度（中小企業経営強化税制）について、関係法令の改正を前提に特定経営力向

上設備等の対象からコインランドリー業又は暗号資産マイニング業（主要な事業

であるものを除く。）の用に供する資産でその管理のおおむね全部を他の者に委

託するものを除外した上、その適用期限を２年延長する。 

２．円滑・適正な納税のための環境整備 

（１）青色申告の承認申請書について、記載事項の簡素化を行う。  

（注）上記の改正は、令和９年１月１日以後に開始する事業年度について適用する。  

（２）青色申告書による申告をやめる旨の届出書について、その提出期限をその申告

をやめようとする事業年度の確定申告書の提出期限（現行：その申告をやめよう

とする事業年度終了の日の翌日から２月以内）とするとともに、記載事項の簡素

化を行う。  

（注）上記の改正は、令和８年１月１日以後に開始する事業年度について適用する。 

３．その他の租税特別措置等 

（１）特定の資産の買換えの場合等の課税の特例について、次の見直しを行った上、

その適用期限を３年延長する。 

① 既成市街地等の内から外への買換えを適用対象から除外する。 

（２）暗号資産の評価方法等について、次の見直しを行う（次の②の見直しは、所得

税についても同様とする。）。  

① 法人が事業年度末において有する暗号資産のうち時価評価により評価損益を計

上するものの範囲から、次の要件に該当する暗号資産を除外する。  

イ 自己が発行した暗号資産でその発行の時から継続して保有しているものである

こと。  

ロ その暗号資産の発行の時から継続して次のいずれかにより譲渡制限が行われて

いるものであること。  

（イ）他の者に移転することができないようにする技術的措置がとられていること。  

（ロ）一定の要件を満たす信託の信託財産としていること。  
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② 自己が発行した暗号資産について、その取得価額を発行に要した費用の額とする。  

③ 法人が暗号資産交換業者以外の者から借り入れた暗号資産の譲渡をした場合に

おいて、その譲渡をした日の属する事業年度終了の時までにその暗号資産と種類

を同じくする暗号資産の買戻しをしていないときは、その時においてその買戻し

をしたものとみなして計算した損益相当額を計上する。  

④ その他所要の措置を講ずる。 

 

■消費課税 

１．適格請求書等保存方式に係る見直し  

（１）適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置  

①適格請求書発行事業者の令和５年 10 月１日から令和８年９月 30 日までの日の属

する各課税期間において、免税事業者が適格請求書発行事業者となったこと又は課

税事業者選択届出書を提出したことにより事業者免税点制度の適用を受けられな

いこととなる場合には、その課税期間における課税標準額に対する消費税額から控

除する金額を、当該課税標準額に対する消費税額に８割を乗じた額とすることによ

り、納付税額を当該課税標準額に対する消費税額の２割とすることができることと

する。  

（注１）上記の措置は、課税期間の特例の適用を受ける課税期間及び令和５年 10 月

１日前から課税事業者選択届出書の提出により引き続き事業者免税点制度の

適用を受けられないこととなる同日の属する課税期間については、適用しな

い。    

（注２）課税事業者選択届出書を提出したことにより令和５年 10 月１日の属する課

税期間から事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる適格請求書発

行事業者が、当該課税期間中に課税事業者選択不適用届出書を提出したとき

は、当該課税期間からその課税事業者選択届出書は効力を失うこととする。  

② 適格請求書発行事業者が上記①の適用を受けようとする場合には、確定申告書

にその旨を付記するものとする。  

③ 上記①の適用を受けた適格請求書発行事業者が、当該適用を受けた課税期間の

翌課税期間中に、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を納税地を所轄する税

務署長に提出したときは、その提出した日の属する課税期間から簡易課税制度の

適用を認めることとする。  

④ その他所要の措置を講ずる。  
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（２）基準期間における課税売上高が１億円以下又は特定期間における課税売上高が 

5,000 万円以下である事業者が、令和５年 10 月１日から令和 11 年９月 30 日

までの間に国内において行う課税仕入れについて、当該課税仕入れに係る支払対

価の額が１万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存に

よる仕入税額控除を認める経過措置を講ずる。  

（３）売上げに係る対価の返還等に係る税込価額が１万円未満である場合には、その

適格返還請求書の交付義務を免除する。  

（注）上記の改正は、令和５年 10 月１日以後の課税資産の譲渡等につき行う売上

げに係る対価の返還等について適用する。  

（４）適格請求書発行事業者登録制度について、次の見直しを行う。  

① 免税事業者が適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し、課税期間の初日か

ら登録を受けようとする場合には、当該課税期間の初日から起算して 15 日前の

日（現行：当該課税期間の初日の前日から起算して１月前の日）までに登録申請

書を提出しなければならないこととする。この場合において、当該課税期間の初

日後に登録がされたときは、同日に登録を受けたものとみなす。  

② 適格請求書発行事業者が登録の取消しを求める届出書を提出し、その提出があ

った課税期間の翌課税期間の初日から登録を取り消そうとする場合には、当該翌

課税期間の初日から起算して 15 日前の日（現行：その提出があった課税期間の

末日から起算して 30 日前の日の前日）までに届出書を提出しなければならない

こととする。  

③ 適格請求書発行事業者の登録等に関する経過措置の適用により、令和５年 10 月

１日後に適格請求書発行事業者の登録を受けようとする免税事業者は、その登録

申請書に、提出する日から 15 日を経過する日以後の日を登録希望日として記載

するものとする。この場合において、当該登録希望日後に登録がされたときは、

当該登録希望日に登録を受けたものとみなす。  

（注）上記の改正の趣旨等を踏まえ、令和５年 10 月１日から適格請求書発行事業者

の登録を受けようとする事業者が、その申請期限後に提出する登録申請書に記

載する困難な事情については、運用上、記載がなくとも改めて求めないものと

する。 



令和５年度税制改正の概要～税制改正を紐解く～ 

 

 21

■納税環境整備 

１ 電子帳簿等保存制度の見直し 

（１）国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存制度について、一定の国税関係帳

簿に係る電磁的記録の保存等が、国税の納税義務の適正な履行に資するものとし

て一定の要件等を満たしている場合におけるその国税関係帳簿（以下「優良な電

子帳簿」という。）に係る過少申告加算税の軽減措置の対象となる申告所得税及

び法人税に係る優良な電子帳簿の範囲を次のとおりとする。 

① 仕訳帳 

② 総勘定元帳 

③ 次に掲げる事項（申告所得税に係る優良な電子帳簿にあっては、ニに掲げる事項

を除く。）の記載に係る上記①及び②以外の帳簿 

イ 手形（融通手形を除く。）上の債権債務に関する事項 

ロ 売掛金（未収加工料その他売掛金と同様の性質を有するものを含む。） 

その他債権に関する事項（当座預金の預入れ及び引出しに関する事項を除く。） 

ハ 買掛金（未払加工料その他買掛金と同様の性質を有するものを含む。） 

その他債務に関する事項  

ニ 有価証券（商品であるものを除く。）に関する事項 

ホ 減価償却資産に関する事項 

ヘ 繰延資産に関する事項 

ト 売上げ（加工その他の役務の給付その他売上げと同様の性質を有するもの等を含

む。）その他収入に関する事項 

チ 仕入れその他経費又は費用（法人税に係る優良な電子帳簿にあっては、賃金、給

料手当、法定福利費及び厚生費を除く。）に関する事項 

（注）上記の改正は、令和６年１月１日以後に法定申告期限等が到来する国税につ

いて適用する。 
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